
 

◆まちづくり基本方針の位置付け 

まちづくり基本方針は、新全県ビジョン(21世紀兵庫長期ビジョンに代わる兵庫県の新しい全県
ビジョン)のまちづくり分野における基本的な方針とし、この方針を踏まえた県の様々なまちづく
りに関する方針や計画とも調整を図り、住民、事業者、市町及び県によるまちづくりの方向性や
取組を明らかにするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆まちづくり基本方針の対象範囲 

○まちづくり基本方針は、以下を主な対象範囲として「取組の方向」等を定める。 

「都市と集落及びそれらの周辺部における日常生活に関わる空間づくり（ハード）とそれに関

係する人づくりや仕組みづくりなど（ソフト）」 

○まちづくり基本方針のうち「具体の取組」に関する部分は、県の行政計画として、県の取組を
定める。 

概念 分野 

取組の主体 

県 市町 住民・団体 事業者 

空間づくり 
（ハード） 

 

 
・農林水産業振興（基盤整備）等 

    

まちづくり

（日常生活空間関係） 

・住宅、都市計画、景観、福祉
のまちづくり、建築、公共交
通、花緑 等 

 

   

人づくり・仕組

みづくりなど

（ソフト）  
・観光振興、産業振興、生涯学
習、男女協働参画 等     

 

 

 

 

 

分野 関係計画 
日常生活に係る 

空間づくり（ハ―ド） 

の取組例 

日常生活に係る空間づくりに関係する 

人づくり・仕組みづくりなど（ソフト） 

の取組例 

福祉のま

ちづくり 

福祉のまちづくり

基本方針 

・施設のバリアフリー化の
推進 

・施設のバリアフリー状況の情報公開の推進 
・福祉のまちづくりに関する教育 等 

住宅政策 兵庫県住生活基本

計画 

・住宅の耐震化・省エネ化
の促進 

・空き家の改修支援 

・住替え・リフォーム等に関する居住支援（情報
提供・相談）の推進 

・団地再生の推進 

景観行政 ふるさと兵庫景観

づくり基本方針 

・景観形成地区の指定 ・景観形成に関する情報発信、専門家派遣、人材
育成 等 

まちづくり基本方針 

兵庫のめざす将来像と取組方向 

兵庫県建築物安全安心推進計画 
特定行政庁及び関係機関・関係団体の連携・
協力により、確認検査業務の適正化・円滑化、
建築規制の実効性確保、建築物の安全性確保
を図るための計画 

兵庫県住生活基本計画 
社会経済情勢の変化に対応した施策を総合
的かつ計画的に推進するため、県民の住生活
の安定の確保及び向上の促進に関する基本
的な計画 

ひょうご花緑創造プラン 
多様な緑地を維持・確保し、花緑活動への県民
参画の機会を広げ、県民のゆたかな暮らしの実
現に寄与するため、参画と協働による花と緑の
取組の方向性を示す計画 

福祉のまちづくり基本方針 

県、市町、県民及び事業者が一体となって福祉
のまちづくりを総合的に推進するための指針 

都市計画区域マスタープラン 

兵庫県耐震改修促進計画 

県内の住宅・建築物の耐震化の目標及び目標
を達成するための施策を定めて、耐震化対策
を総合的に進めるための計画 

新全県ビジョン 

ふるさと兵庫景観づくり基本方針 
景観形成の方向性を明らかにし、景観づくり
を行う県民、事業者等へのガイドラインであ
り、県と市町が景観施策を自立的・効果的に
進めるための方針 

ひょうご公共交通 10か年計画 
将来にわたり持続可能な公共交通ネットワ
ークを形成するため、国、県、市町、交通事
業者、県民等の関係者が連携・協働し、一体
となって取り組むべき公共交通政策の指針 

県のまちづくりに関する主な方針や計画 

 
まちづくりの方向性や取組 

まちづくり分野の基本的な方針 

中長期的視点に立った地域の将来像及びそ
の実現に向けた広域的・根幹的な都市計画の
方向性を示す計画 

〔建築〕 

〔住宅〕 〔都市計画〕 

〔景観〕 

〔建築〕 

〔福祉のまちづくり〕 

〔花緑〕 〔公共交通〕 

住民・事業者・市町・県によるまちづくりの取組 

まちづくり基本方針の位置付け 

【上記区分による具体の取組例】 

基本方針において「取組の方向」等を定める範囲 

基本方針において「具体の取組」 

を定める範囲 
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